別記様式1

浄化槽清掃器材表
許可申請者
　　　　　　　　　　　　
　高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第12条の規定に基づき、下記器材について検査していただくようお願いいたします。
環境省関係浄化槽法施行規則に規定されている器具
　１　第11条第1号による器具
1 汚泥厚測定器具
2 スカム厚測定器具

3 水中ポンプ

　２　第11条第2号による器具

1 温度計

2 水温計

3 透視度計

4 水素イオン濃度測定器具

5 １リットル　メスシリンダー

6 MLSS計

7 DO計

1 　３　第11条3号による器具

2 ひしゃく

3 ホース及びノズル

4 ブラシ

5 棒摺り
